
公認会計士

　平成18年5月施行予定の「会社法」は、３つの法律が

合体したものである。そのため、中小企業から上場企

業まで規定する広範囲な法律である。

　会社法は現行の商法などと比較して、７つの分野で大き

な改正がされたこととなる。その中でも、創業者が知って

おく重要なポイントは、設立会社の種類の増加・設立の容

易化・経営組織のパターン増加の３点である。さらに、既

存の中小企業者はそれに加えて、事業承継に使える株式、

組織再編である。

　中小企業にとって、これを整理して理解するポイントは

以下の２つである。

①�４つのカテゴリー別に規定があるので、自社のカテゴ

リーをしっかり押さえる。なお、中小企業の多くは「株

式譲渡制限付の中小会社」カテゴリーになる。なお、

株式譲渡制限会社とは、定款に株式の譲渡制限の記載

がある会社のことである。

②�会社法では、定款に記載すれば適用できるとしている

規定が多いため、会社法のメリットは定款を変更しな

いと受けられない場合が多い。

① 商法　第二編会社

② 商法特例法

③ 有限会社法

新会社法

（１） 会社の種類が増える（注：ＬＬＰは組合）

　現行の４種類のうち有限会社は会社法施行後には設立

できないが、既存の有限会社は株式会社の一種としてそ

のまま「有限会社」を名乗って存続して行くこととなる。

また、新たに「合同会社」という、議決権や配当割合な

どを出資比率とは異なる比率で定められる、ベンチャー

向けの会社形態の選択肢が増える。
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＜新会社法の各事業者別の重要度＞
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株式会社 有限会社 合資会社 合名会社

最低資本金 最低資本金 無限責任社員と
有限責任社員

無限責任社
員のみ

1000万円以上 300万円以上

取締役３名以上
監査役１人以上
（上場会社は３名以上）

取締役１名
以上
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（法人格なし）
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株式会社
★特例有限会社として存続

合資会社 合名会社

合同会社
（ＬＬＣ）

有限責任事業組合
（ＬＬＰ）

有限責任� 無限責任社員と
有限責任社員

無限責任社
員のみ

有限責任 有限責任

取締役１人以上 ２名以上 １名以上

１名以上



法人格

設立

経営

設立費用

契約

出資者の責任

議決権

配当・利益に分配

損失の負担

出資者の収入

税金

株式会社になる

有限責任事業組合（ＬＬＰ）

なし

組合契約で簡単、２人以上

全員参加

登録免許税６万円

構成員が契約

有限責任

定款などで自由に決定

定款などで自由に決定

定款などで自由に決定

配当

構成員課税(パススルー)

解散してから

合同会社（ＬＬＣ）

あり

定款認証などやや複雑、１人可

全員が参加しなくても可

15万円程度

会社が契約

有限責任

定款などで自由に決定

定款などで自由に決定

定款などで自由に決定

配当・報酬

法人課税（見込み）

組織変更で可

（２）有限責任事業組合（ＬＬＰ）と合同会社

　（ＬＬＣ）の違い

　有限責任事業組合（ＬＬＰ：Limited Liability Partnership）

は今年の８月１日から設立できるようになった。会

社法の合同会社（ＬＬＣ：Limited Liability Company）

との主な違いは、法人各の有無と税金である。

　経営組織は、20パターンと飛躍的に選択肢が増える。

その中で中小企業の主な選択肢については、現行は、有

限会社はNo.1のパターン、株式会社はNo.5のパターンだ

ったが、それ以外にも７つのパターンが増えることになる。

つまり、株式会社でも取締役１名で可能になるため、名

義だけを借りている取締役や監査役の退任が可能となる。

（２）会計参与

　中小企業の決算書の適正性を確保するため、取締

役と一緒に決算書を作成する役割を担った「会計参与」

という役員が新設される。「会計参与」は公認会計

士または税理士しかなれない。また、この「会計参与」

を置くかは原則会社の自由である。

（３）任期

　現行では取締役の任期は２年（監査役４年）だが、

会社法では取締役・監査役ともに定款を変更すれば

10年まで延長が可能になった。

（４）自己破産者

　取締役について、会社法では「破産宣告を受けて

復権を得ない者」でも取締役になれることになった。

　事業承継などの場面において、以下のような方法が

取れるようになった。

①　黄金株（拒否権付株式）を後継者へ相続させる→

相続で株主が分散した場合に後継者の意見を経営

に反映させる

②　後継者が会社に株式を買い取ってもらう（金庫株）

→後継者の納税資金を確保する

③　相続者へ会社が株式売渡請求を行う→株主に適さ

ない者が相続で株式を取得した場合に、会社が株

式を買い取ってその者を株主にしない

　合併や買収の対価を、自社株式以外の現金・他社株

式（親会社株式など）・不動産などにできるようにな

った。しかし、海外の会社が日本の会社を合併・買収

しやすくなるため、この規定の適用は１年延期となる。

（３）会社の設立が容易になる 

　新しい会社法では、資本金１円から設立が可能になる。

そのため、現在、特例で設けられている確認会社の制度

は廃止となるが、既存の確認会社はそのまま通常の株式

会社又は有限会社に移行する。ただし、これらの既存確

認会社は増資の義務はなくなるが、定款の増資条件付解

散規定を削除しなければ、定款規定のまま設立後５年後

に解散になるので注意が必要である。

　次に、設立の手続きについては、商号（社名）は現行法

の「同一市町村内で同一の目的の会社は設立不可」とい

う規定がなくなるため自由に社名を決められる。しかし、

近隣の同業者と同じ名前にすると「不正競争防止法」で

訴えられる危険性があるため注意が必要である。さらに、

資本金の振込後に入手が必要だった「株式振込金保管証

明書」は、「残高証明書」に代わり、資本金は振り込み

日の翌日には引き出して開業準備に使えることとなった。

（１）�経営組織のパターン
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兵庫県支部 理事　  相　良　　糺

　商店街の衰退が叫ばれて久しい。衰退商店街再生のためにいろいろ

な施策も講じられている。また今夏発行された、堺屋太一の「エク

スペリエンツ－団塊の７人」は商店街再生をテーマにした小説だが、

各業界の専門家７人が相当の労力とエネルギーを持って再生への道筋

をつけたところで話は終わっている。

　いずれにしても、立派に成功している商店街は、他力本願でな

くその商店街の商店主が中心となり、自分達の本業と再生・振興

への労力を両立させて種々の事業を行いながら、他の商店主も巻

き込んで再生へ導いている。

　ここで、東京の自由が丘商店街の活動事例を紹介する。

　歴史と概要

　自由が丘商店街は、昭和３年の東横線全線開通、同4年の大井町

線開通で、両線が交差した駅になり、そこに商店が増え始め街を

形成していった。同駅の１日平均乗降客数は約８万人、土日の来

街者数は約12万人。昭和初期には良好な住宅地として発展してき

たが、昭和後期には東横線の沿線では田園調布や多摩川、大井町

線終点には二子玉川などの開発が進んできたが、いずれも高級住

宅街としての認知は高い。

　戦前から、親睦の任意団体として連合会を形成してきたが、昭和

37年に振興組合法ができ、翌38年には連合会ごと振興組合になっ

た。この時、すでに400の組合員を擁する大商店街。それがいま組

合員1080、実際には1,500を超える店・事業所があり、組織率は約

70％。商店街単位では12の商店街区から構成されている。

　駅周辺の街並みの形態は戦前、戦後初中期に発展してきたこと

からも、中心道路を除けば街路も狭く、入り組んだ構造となってお

り、整然と整っているとはいいがたい状況である。

　取組んでいる事業

■ごみ収集（自由が丘方式）

・都の収集や個別契約の業者では収集時間等がバラバラなために、

商店街単位で一括契約、指定のゴミ袋に入れて収集所に出して

もらう。（深夜作業により、朝方のゴミの散乱等がなくなる）

・ゴミ袋は有料で購入してもらい、その費用で収集経費に当てる。

商店街未加入の営業者にも協力を要請している。

■ダスターズ（清掃美化スタッフ）

・地域の住民有志で街並み美化のため、定期的に路上のタバコの吸殻

等のごみ収集を統一ユニフォームで収集している。

・まったくのボランティアでなく年間経費で270～280万円ほどの経費

をかけている。

■カード事業（デビットカード、クレジットカード）

・商店街統一カード（カードの年間扱高約45億円）

・将来的にはポイント導入も検討

■パックス（自警団）

・青年部を中心としたメンバーで構成された自警団。

・来街者、地域住民が安心できるように約40人のメンバーで構成さ

れ、月１回定期的にユニフォーム着用で商店街内をパトロールし、

無許可の露天商や未成年者への注意・呼びかけ、不法看板の撤

去、危険な行為を見つけた場合の１１０番通報などを行っている。

■オフィシャルガイドブック

・総頁数約450ページの地区内の店舗、営業

者等を紹介した立派な冊子。10万部発行。

・２年に１度発行。経費は掲載料としての広告

収入で総てを賄っている。

・制作に当たっては100％業者まかせにせず、担当役員が何度も会

合を持ち、内容等の検討を行っている。

・一般販売は有料（500円）となっている。新年度版は一般書店で

の販売も計画している。

■自由が丘新聞

・月１回の発行。近隣地区に配布。商店街の各種情報、広告の掲載。

■各種イベント

・元旦祭、自由が丘さくら祭り、マリクレールまつり、自由が丘

盆踊り、熊野神社例大祭、自由が丘女神まつり、クリスマスイ

ベント等年間を通して種々のイベントが行われており、その中

でも目玉行事は自由が丘女神まつり。

■賦課金について

・地区別の基準があり、床面積と駅からの距離で算出。

・営業者だけでなく、床を賃貸ししている所有者にも一定の割合で徴収。

・年間会費収入は約5,000万円

・年間事業費は２億６千～７千万円

■街づくりルール等について

・業種規制等、条例化に委ねる部分もあるが、最終的にはビル等

のオーナーの意識。

・ナショナルチェーン店であっても、店舗の賃貸契約の際に商店

街に入ることや、街づくりに参加することを公約させなければ、

なかなか協力してくれない。

・オーナー部会を商店街全体に張り巡らせて、勉強会を開催した

り、役員の粘り強い説得等を行っている。

■その他の取り組み事業

・ホームページの運営

・業種別案内マップの作成・頒布（ファッション、

カフェ・ケーキ、美容院、和食＋寿司屋、洋食屋、居酒屋・

ＢＡＲ、雑貨・家具、子供服・グッズ、お花屋さん、Beauty & 

Relaxation、ワンちゃん、信託・証券・保険、病院・歯科、

不動産、English、アド街、駐車場等）有料販売

・駐車場・駐輪場対策

・主要道路の日・祝の歩行者天国

・新規店舗については自主的セットバックの依頼　等々

・振興組合独自で運営、事務局専従職員は僅か（７名程度）

・役員が種々の事業に積極的に手伝っている

　新たな活動

・J－SPIRITという街づくり運営会社を平成14年７月設立。ＴＭＯ

認定は平成15年３月

・出資金2,000万円。

・出資者は商店街振興組合、目黒区、商店街代表者、住民代表者、

鉄道事業者、公益企業、地元有力企業、個人有志等

・事業内容

１．情報・サービス・文化・交流部門事業

２．環境・交通部門事業

３．住宅福祉部門事業

①�事業者として→J－SPIRITが主体となって取り組み自主事業

②�パートナーとして→既存の組織とともに取り組む共同事業

③ コーディネーターとして→既存の組織に働きかけ取組む強調事業

④ コンサルタントとして→既存組織の取り組みをサポートする

支援事業

・これらを目的として運営会議を開催。この意志決定に基づき事

業運営部隊が実行に移す。



 「飲食店の接客と人事評価による経営革新」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   

講 師　瀬　能　一　郎

　前期ならびに後期とも、実務能力更新研修はそれなり

の効果を上げたと自負していますが、それは次のような

要因によるところが大きいと考えます。

・前後期とも、受講者がそれぞれ有能で多彩、多様なメ

ンバーであったこと

　最も多数を占めていたのは都銀、信用金庫等の金融

マンですが、現役の大学教授（経営学）、大手企業の

企画関連従事者、地方議会の議長など多彩なメンバー

構成です。また、90歳を超えた財務専門家、医師の特

別許可を得て参加した入院中の受講者等の熱意が伝播

して、終始積極的な取組みが行われたことも大きな成

功要因だと思われます。

・取り上げた事例が居酒屋という身近な業種であったこと

　日頃利用することも多い業種であり、これまでもユ

ーザーとして何らかの課題、解決案を持っていたであ

ろうことも大きな成功要因でしょう。また、当初希望

していたケースとは異なっていた受講者もありました

が、関心を持って取組めたと推察されます。

・多岐にわたる経験、従事業務を有するチームであり、

多面的な分析、多様なプレゼン手法が活かされたこと

　班別検討、分析、プレゼンなどにメンバーの多様性、

多彩さが活用された。また、他班の発表について相互評

価を行い、総計点で優劣を競うゲーム感覚を導入したこ

とでかなりの盛り上りをみました。課題摘出については

同じ手法でアプローチしながら、収益改善の優先順位が

全く三者三様であったことにも興味を覚えました。

　当支部外の受講者の理論研修に関する評価はおおむね

高く、これに次ぐものとして成果ある実務研修にするた

め、自助学習を旨として講師というよりインストラクタ

ーに徹しました。

　登録更新研修

会の開催にご尽

力された支部役

員諸先生に対し

て、深く感謝申

し上げます。

 「企業再生のためのコンサルティング」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   

講 師　白　尾　嘉　一

　平成17年度の実務能力更新研修が２回に分けて実施さ

れました。「金属加工会社の再生事例」については、最

初は、小川先生が前期を担当され、後期を私が担当する

ことになっていました。時流をえたテーマであるのと、

更新システムの変更のためか、申込人数が多数となった

ために、前期を２グループで行うことになりました。結

果として、前期・後期とも担当することになりました。

　演習は、アルミとステンレスの建材加工メーカーの事

例です。バブル期での本社・工場への投資や、景況悪化

と建設・建築不況により実質債務超過になっている企業

を再生スキームをも視野に入れながら、５年間で債務超

過を解消させ、健全化させるロードマップを財務諸表に

反映させながら作成するものです。

　財務諸表については計算式の入ったフォームが用意さ

れていたので、パソコンを使用しながら研修を進めるこ

とにしました。金融機関の方が多かったのと税理士、会

計士がおられたこともあってスムーズに進行することが

できました。後期にはプリンターを持参したことも良か

ったような気がします。また、発表をプロジェクターで

行うことができたのも良かったと思います。

　ともかく、現行制度での最後の実務能力更新研修を皆

様のご助力で無事に終えることができたことがうれしく

思っています。

 「フィットネスクラブの経営ノウハウと
 　　資本の共生モデルによる多店舗化」 

講 師　松　浦　敏　貴

　事例会社の株式会社フィットネスマネジメントは実在

の企業であり、フィットネスクラブの経営（多店舗経営）

と既存フィットネスクラブの収益改善指導および新規開

業を含む経営全般のコンサルティングを手掛けている。

　研修にあたっては、新規分野であり業界知識に乏しい

方も多いと予想されたので事例会社の社長が指導した企

業経営者や現場のスタッフ、インストラクターの生の声

を集めたりして情報提供を行った。

　クライアントが業界では著名なコンサルタントではあるが、



経営者として自社の現状や価値をきちんと認識し、さらに

企業価値を高める経営の支援が求められおり、ＳＷＯＴ分

析、ロールプレイング、ブレインストーミング等の技法を

駆使して戦略を構築する手順を体験して頂いた。

　中小企業診断士が企業戦略のファシリテイターとして

の能力を発揮するためには、今後もこのような研鑽の場

を提供することが求められるであろう。

 「中小製造業の経営革新戦略｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   

講 師　吉　住　尚　史

＜前　期＞

 受け持った受講生は15名２班でした。一部にプロ・コ

ンも混じっていましたが、大半は企業内診断士でした。

金属加工業界に勤務している人は２人いましたが、テキ

ストとなった金型・プレス・板金の人はいませんでした。

　問題は、テキストの資料不足・説明不足です。　企業

の将来計画を作らせるテーマでありながら、営業品目別

の原価資料がないため、品目別の採算性が判らなかった

り、累積債務を一掃したと、社長の功績を称えながら、

貸借対照表で見ると借入金がかえって増加していたりと、

全く不可解なテキストでした。

　受講生には、テキストの不備を詫びながら、与えられ

た材料で想定・推論をたくましくして、最善を尽くして

下さいとお願いしました。「中小企業の経営指標」のデ

ータから、品種別の粗利率を頼りに、何とか長期計画を

作り上げてくれました。

＜後　期＞

　後期の受講生は、22人のエントリーでしたが、２人が

欠席のため20人３班でした。この中に、日常的にも懇意

にしている先輩が２人も混じっておられたので、「ちょ

っとやりにくいかな」と思いましたが、始まってみると

このお二人が、グループを上手にリードされたので、さ

すが年の功と改めて感心しました。

　テキストについて、協会本部にクレームをつけていま

したが、後期でも何の応答もなく、やむなく前期と同じ

ように、不備を承知で検討して頂くようお願いしました。

　各グループとも議論・激論で時間を忘れるほど熱心に

取り組んで頂きました。

＜共　通＞

　前期・後期で５班のグループ討議が行われたが、それ

ぞれオーソドックスな手法を使って、分析・問題抽出・

課題設定・解決策提言を組み上げられました。

　しかし５グループとも、その結論は微妙に違いを見せ、

各班のリーダーの個性が反映されたのではないかと思え

ました。特に中国に対するカントリーリスクの感じ方に

その特徴が現れたように思います。

　いずれにしても、小生にとっては誠に有意義な研修で

した。

 「商業とオフィス及び住宅の
　　　　　　　複合ビルへ喫茶店の出店」

講 師　長谷川　政　二

　「商業・オフィス・住宅の複合ビルへの喫茶店の出店」

をテーマとして（創業支援診断・サービス業経営計画）

が副題となる課題に、メーカー、小売・卸売並びに銀行

等へ勤務する、総勢21人が３班に分かれて取り組んだ。

　テキスト21頁に付属資料18頁、更に講師からの提供資

料40頁を使用して、都市近郊の駅前商店街に立地する、

父親経営の卸売会社が所有するビルの空きスペースで、

イタリアでの経験を生かした"ケーキ＆喫茶"を創業する

事例を診断するものである。

　各班は３グループに分かれて、販促計画や損益計画等

の課題を抽出した後、講師が３タイプの創業者に扮して、

各班の面談ヒアリングに臨んだ。優柔不断な創業者、屁

理屈を通す創業者、職人肌の創業者に、面談者は大いに

とまどいまた紛らわされた様子であった。

　創業者ヒアリングに基づいて、各グループは課題に対

する対処策を立案し、これを模造紙に表現して、創業者

に対するプレゼンテーションを実施した。

　「初日は夜８時過ぎになるでしょう、２日目は昼食も

食べられない筈です。」との講師のコメントで、何人か

の研修生が２日目の朝、コンビニでパンとおにぎりを買

って参加されました。講師の

予想を裏切って、さすが優秀

な診断士集団。時間内に立派

な提言ができ、講師冥利に尽

きる結果となりました。



　当研究会は昨年10月に誕生した新しい会です。メンバ

ーとして、いずれも兵庫県という郷土を愛し、輝いた地

域になっていただきたいと地域活性化・再生に熱い思い

をもった幅広い分野をカバーする中小企業診断士約10名

強が結集しました。発足以来、原則として毎月第１木曜

日の午後６：00～８：00に神戸市産業振興センター等で

会合を重ねています。

　当会の設立目的は、個々の事業者も対象としますが、

雇用創出及び経済的波及効果の大きい地域産業の活性化

に中小企業診断士として寄与することです。一言で言う

と、「地域の発展に診断士として寄与する」ということ

になります。設立の経緯は、県内においては地域経済の

停滞により、生き残りのため独自性を活かした地域産業

の活性化が求められており、この分野で中小企業診断士

として貢献できる可能性があるのではと考えたからです。

　当研究会の対象範囲は広く、支援メニューを列挙しに

くいのですが、これまでは焦点を絞り、「温泉旅館・ホ

テルとその地域の活性化」というテーマで研究してきた

ところです。

　旅館・ホテルは施設型産業として、設備投資が多額で

資金回収に時間がかかり、団体客から個人客へのシフト

による顧客数の減少と客単価の低下という市場構造の変

化への波等に対応しきれず、売上が低迷し、多額の借金

を抱え経営に苦しむ企業が多く、雇用や経済の面からも

地域に与える影響は大きいので、早急な再生が望まれる

ところです。また、高原・スキー場などのリゾート産業、

農業・林業・水産業など、工業・商業以外の分野へと当

会の対象は限定できないくらい広がります。関係機関も、

従来とは異なり、行政など広い範囲に及びます。研究会

としての実績はこれからですが、単なる研究に終わるの

ではなく、実戦の中からの学びを目指しています。その

意味では、「地域産業活性化研究会」ではなく、「地域

産業活性化支援チーム（仮称）」など別の名称を考えた

方が良いのかも分かりません。取組みテーマとしては、

地域ビジョンの策定、観光業・商業・農業・林業・水産

業等の再生計画策定、地域活性化ビジョンの作成、地域

資源の活用、地域ブランドの構築、経済特区に関わる立

案、特産品の開発・販路開拓、地域を支える人財の養成、

地域に係る各種補助金の活用等が考えられますが、いず

れも診断士にとってはまだまだ未開拓な分野です。

　我々も日常の仕事から離れ、気分を変えて現場からの

発想をしなければと、今年８月には、大阪府池田市のホ

テル（不死王閣）で１泊研究会を開催し、研究会の目的・

目指す方向について意見を交換し、メンバー間の認識の

統一を図り、自己紹介付きの研究会の「案内書」を作成

しました。勿論、懇親会と視察も兼ねてです。今後も、

外に出掛けて行き、現場密着で、楽しく実戦を兼ねた取

り組みをしていきたいと全員が思っています。

　現在の活動は、各自手分けしてこの「案内書」を関係

機関に持参し、現場ニーズのヒアリングと当研究会のPR

に努めているところです。今後も待ちの姿勢ではなく、

積極的に外部へ出掛け、各種提案をしていくことにより、

その中から、次の進むべき方向性が見えてくるものと考

えています。

　このように従来の中小企業診断士とは異なったアプロ

ーチをしてみたい方、地域に何かアクションをしてみた

い方、１人ではなくチームで取組んでみたい方、会の主

旨に賛同され一緒に勉強してみようと思われる方、興味

のある方はどしどし当研究会にご参加下さい。見学だけ

でも結構です。歓迎いたします。自分の専門分野の実践

に、当研究会を利用すれば、更に仕事の範囲が広がるか

もわかりません。

兵庫県支部　理事　畑　　薫




